
（該当業務： ）

）

）委託の場合

市内に居住、又は市内で勤務する婦人

①

根拠条例等

補助・単独

実施形態

正規職員が関与すべき法的義務性

政 策

施 策

優先度◆◇◆ 総合計画・行動計画 施策シート ◆◇◆

確 認 項 目

事
務
事
業
の
概
要

百万円 百万円

Ａ

勤労福祉センター運営事業

枝番号

05

会計こころ豊かな人が育ち、いきいきと活動できるまち（教育・文化・スポーツ）

勤労福祉センター費

課名

公民館

番号 所属長名

03

01

総
合
計
画

部名

今村健

事業の目的（どういう状態にしたいのか）

◆◇◆ 事 務 事 業 評 価 票 ◆◇◆

労働費

01 労働費項

01 一般会計財
務
科
目

豊かな人間性をはぐくむ生涯学習の推進

基 本 政 策

01

法令名・根拠条文

目

事業の内容（目的達成のための手段・方法）

生涯学習環境の充実

款02

以降

展開方針
（年度別の事業内容）

平成20年度（参考） 平成21年度 平成22年度 平成23年度

百万円 百万円

平成21年度の実施内容・計画どおり実施できなかった理由

企画政策課
意 見

百万円

市 長 指 示 事 項 等

総事業費 百万円

行動計画掲載

完了予定年度事業開始年度 昭和48年頃

平成21年度の実施内容・成果

基
本
事
項

教育委員会

事務事業名

Ｂ Ｃ

年度未定

②

年度

根拠条例等

根拠法令要綱等

市内に居住、又は市内で勤務する婦人を対象として、職場及び家
庭における一般教養の向上を図る。
さらに自ら進んで教養の向上を図る。

事業の対象（誰に対して・何に対して）

勤労福祉センターにおいて次の講座を開催している。講座は前期（4月～9月）、後期（10月～3月）の２期に分けて実施してい
る。（回数は年間の開催数）
・ 生花講座 80回 ・和裁 40回 ・ 茶道 24回 ・ 料理 24回 （洋裁 40回：はH20で終了）

根拠法令要綱等

③

(①または②の場合)

国・県の補助金有り 市単独

なし あり

直営 一部委託 その他（補助・負担金全部委託

入札 随意契約（契約先：

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ

新規 継続 単年度

市単費上乗せ

義務実施事業

努力義務実施事業

任意実施事業

経常 臨時
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【１次評価】 評価実施：平成21年度

【２次評価】 評価実施：平成21年度

【３次評価】

総
合
評
価

総
合
評
価

総
合
評
価

１評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性） ２ 事業の必要性

直接のサービスの相手方 １

2,988人

0.04 0.04

259

一般人件費[平均給与×(B)]

②
説明

成
果
指
標

（
目
標

）

①
732円単価

単価

２
３
２ 実施主体の妥当性

市民ニーズの把握 ２

名称

説明

名称

3053
2000

①

②

2430
716円 727円

達成度

目標値
18年度 19年度 20年度 21年度

302回 300

-
7,242円

実績値

受益者負担率[(E)/(D)] (F) ％ 42.8% 57.6% 57.3%

22年度

1,260 1,014受益者負担額 (E) 千円 935

総コスト[(A)+(C)] (D) 千円 2,187

317

2,186 1,769

317

0.04

438

1,452

1,260

526

1,869

935

(A')事業費(予算額または見込額）

609

事
務
事
業
デ
ー

タ (C) 千円 317

609

18年度 19年度 20年度 21年度

57

1,260

609

1,869

1,014

単位

千円

935

一般財源

1,870

1,730 1,260 1,010

1,067

22年度

2,256 1,869

一般財源

事業費(決算額) (A)

一般職員所要人員 (B) 人

特定財源

活
動
指
標

（
目
標

）

単価

名称

説明

名称

説明

302回

57

1,010

1,067

特定財源

168

- -
7,287円 6,830円

達成度
目標値
実績値

達成度

目標値
実績値

達成度

参加者数
目標値

単価

実績値

講座への延参加者数

知的水準等の向上

講座受講者の知的、文化的、健康水
準の向上度

開催回数

講座の開催回数

２
実施主体の妥当性

受益者負担の適切さ

評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性）

直接のサービスの相手方
２
１

事業の必要性

受益者負担の適切さ
評価結果 講座内容や受講生の固定化等も考慮しながら、公民館として、なぜ講座を実施するのかが不明確

である。（中央公民館講座事業の評価を流用）
洋裁については自主グループ化を終えた。料理は新規生徒が多いが和裁、茶道、生花はリピー
ターが大半を占める。

例外なき自主グループ化を図り、新たな講座の開発に努める。

２

改
善
策

教育委員会内で他の同種の事業との整理・統合や、現在進めている自主グループ運営への切り替えを推進するとともに、
魅力のある講座運営を検討し、幅広く市民が参加できるようにする必要がある。
また、講師との契約を受講者１人当たりの単価契約に見直すなど、講師のやる気を引き出して市の持ち出しを抑制し、最
終的には、市直営の講座運営は廃止し、自主グループ運営へ切り替えるなどの検討が必要である。

評価結果 判
断
理
由

改
善
策

判
断
理
由

勤労福祉センター施設を利用して、生け花、和洋裁、茶道、料理の各教室を開催している事業である。
予算編成時の積算では、受講料で講師謝金が全額カバーできることとなっているが、実際は受講者数が少
ない教室もあり、市費の負担が多くなっている。また、受講者についても新規受講者が少なく同じ顔ぶれとなっ
ていることから、市が実施する生涯学習の推進という点で問題がある。

評価結果

判
断
理
由

改
善
策

３ 市民ニーズの把握

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止
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